
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
一
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
に
お
け
る

生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

学
校
に
お
け
る
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
指
針

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
学
校
に

お
け
る
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
、

そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
学
校
に
お
け
る
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
に
よ
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
等
が

講
ず
る
措
置
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

用
語
の
定
義

法
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に



定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
者

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
で
あ
っ
て
、
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同

法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
を
い
う
（
第
四
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二

生
徒
等

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

前
号
に
規
定
す
る
事
業
者
が
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
て
い
る
者

（一）

前
号
に
規
定
す
る
事
業
者
が
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（二）

過
去
に
お
い
て
、
前
号
に
規
定
す
る
事
業
者
が
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
た
者
及
び
受
け
よ
う

（三）
と
し
た
者

第
三

事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

一

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
利
用
目
的
の
特
定
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
利
用
目
的
の
特
定
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
抽
象
的
、
一
般
的
に
特
定
す
る
の
で
は
な
く
、
本
人
が

、
取
得
さ
れ
た
当
該
本
人
の
個
人
情
報
が
利
用
さ
れ
た
結
果
が
合
理
的
に
想
定
で
き
る
程
度
に
、
具
体
的
、
個
別

的
に
特
定
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
六
条
及
び
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
の
同
意
に
関
す
る
事
項



事
業
者
は
、
本
人
の
同
意
を
得
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
本
人
に
当
該
個
人
情
報
の
利
用
目
的
を
通
知
し
、
又

は
公
表
し
た
上
で
、
当
該
本
人
が
口
頭
、
書
面
等
に
よ
り
当
該
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
承
諾
す
る
意
思
表

示
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

三

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
安
全
管
理
措
置
及
び
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
従
業
者
の
監
督
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
安
全
管
理
の
た
め
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
従
業
者
及
び
そ
の
権
限
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ
の
業
務
を
行

（一）
わ
せ
る
こ
と
。

生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
は
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
の
み
が
業
務
の
遂
行

（二）
上
必
要
な
限
り
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
。

生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
者
は
、
業
務
上
知
り
得
た
個
人
デ
ー
タ
の
内
容
を
み
だ
り
に
第

（三）
三
者
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
業
務
に
係
る
職
を
退
い
た
後
も
同

様
と
す
る
こ
と
。

生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
行
わ
せ
る
た
め
、
当
該
事
項
を
行
う
た

（四）
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
個
人
デ
ー
タ
管
理
責
任
者
を
選
任

す
る
こ
と
。



生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
管
理
責
任
者
及
び
個
人
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
責
務
の

（五）
重
要
性
を
認
識
さ
せ
、
具
体
的
な
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
措
置
に
習
熟
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
教
育
及
び
研
修
を

行
う
こ
と
。

四

法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
委
託
先
の
監
督
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

個
人
デ
ー
タ
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
十
分
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
者
を
委
託
先
と
し
て
選
定
す
る
た
め
の
基

（一）
準
を
設
け
る
こ
と
。

委
託
先
が
委
託
を
受
け
た
個
人
デ
ー
タ
の
安
全
管
理
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
が
委
託
契
約
に
お
い

（二）
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
具
体
的
な
措
置
と
し
て
は
、
以
下
の
事
項
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

①

委
託
先
に
お
い
て
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
を
通
じ
て
知
り
得
た
個
人
情
報
を

漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
再
委
託
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
委
託
元
へ
そ
の
旨
文
書
を
も
っ
て
報
告

す
る
こ
と
。

③

委
託
契
約
期
間
等
を
明
記
す
る
こ
と
。

④

利
用
目
的
達
成
後
の
個
人
デ
ー
タ
の
返
却
又
は
委
託
先
に
お
け
る
破
棄
若
し
く
は
削
除
が
適
切
か
つ
確
実



に
な
さ
れ
る
こ
と
。

⑤

委
託
先
に
お
け
る
個
人
デ
ー
タ
の
加
工
（
委
託
契
約
の
範
囲
内
の
も
の
を
除
く
。
）
、
改
ざ
ん
等
を
禁
止

し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

⑥

委
託
先
に
お
け
る
個
人
デ
ー
タ
の
複
写
又
は
複
製
（
安
全
管
理
上
必
要
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
目
的
と
す
る

も
の
等
委
託
契
約
範
囲
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
禁
止
す
る
こ
と
。

⑦

委
託
先
に
お
い
て
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
委
託
元
へ
の
報
告
義
務

を
課
す
こ
と
。

⑧

委
託
先
に
お
い
て
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
委
託
先
の
責
任
が
明
確

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
第
三
者
提
供
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
を
同
窓
会
、
奨
学
事
業
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
第
三
者
に
提
供
す

る
（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

提
供
先
に
お
い
て
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
を
通
じ
て
知
り
得
た
個
人
情
報
を
漏

（一）
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
再
提
供
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
を
も
っ
て
事
業
者
の
了
承
を
得
る

（二）



こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
再
提
供
が
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。提
供
先
に
お
け
る
保
管
期
間
等
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

（三）

利
用
目
的
達
成
後
の
個
人
デ
ー
タ
の
返
却
又
は
提
供
先
に
お
け
る
破
棄
若
し
く
は
削
除
が
適
切
か
つ
確
実
に

（四）
な
さ
れ
る
こ
と
。

提
供
先
に
お
け
る
個
人
デ
ー
タ
の
複
写
及
び
複
製
（
安
全
管
理
上
必
要
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
目
的
と
す
る
も

（五）
の
を
除
く
。
）
を
禁
止
す
る
こ
と
。

六

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
か
ら
の
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
本
人
か
ら
当
該
本
人
の
成
績
の
評
価
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
項
に
関
す
る
保
有
個
人
デ
ー
タ

（一）
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
開
示
又
は
非
開
示
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
に
お
け
る
教
育

活
動
に
与
え
る
影
響
を
勘
案
す
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
本
人
の
法
定
代
理
人
か
ら
当
該
本
人
に
関
す
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合

（二）
に
お
け
る
そ
の
開
示
又
は
非
開
示
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
本
人
に
対
す
る
児
童
虐
待
（
児
童
虐
待
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
い
う
。
）
及
び
当

該
本
人
が
同
居
す
る
家
庭
に
お
け
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護



に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
い
う

。
）
の
お
そ
れ
の
有
無
を
勘
案
す
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
非
開
示
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
範
囲
を
定
め
、
生
徒
等
に
周

（三）
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

七

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
人
の
利
便
を
考
慮
し
た
適
切
な
措
置
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
本
人
か
ら
の
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
等
の
求
め
が
で
き
る
だ
け
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
開
示

等
の
求
め
に
応
じ
る
手
続
に
つ
い
て
本
人
に
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
閲
覧
の
場
所
及
び
時
間
等
に
つ

い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

八

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
項

事
業
者
は
、
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
を
行
う
た
め
、

苦
情
及
び
相
談
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
の
明
確
化
等
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

第
四

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
以
外
の
事
業
者
に
よ
る
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
以
外
の
事
業
者
（
学
校
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
、
学
校
に
お
け
る
生
徒
等
に
関
す
る
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
者
は
、
第
三
に
準
じ
て
、
そ
の
適
正
な
取
扱
い
の

確
保
に
努
め
る
こ
と
。


